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第 19 節 愛玩動物の収容対策(県環境生活部) 

 

第１ 目 的 

大規模災害に伴い，所有者不明の動物，負傷動物が多数生じるとともに，避難所に

おける動物同伴者等の問題も生じることが予想される。 
県は，動物愛護の観点から，これら動物の保護や適正な飼育に関し，市町村等関係

機関や獣医師会等関係団体との協力体制を確立する。 
 

第２ 被災地域における動物の保護 

飼い主のわからない負傷又は放し飼い状態の動物等の保護については，迅速かつ広

域的な対応が求められることから，県は，市町村，獣医師会等関係団体をはじめ，動

物愛護ボランティア等と協力し，動物の保護を行う。 
 

第３ 避難所における動物の適正な飼育 

県は，避難所を設置する市町村と協力して，飼い主とともに避難した動物の飼育に

ついて適正な飼育の指導等を行うなど，動物の愛護及び環境衛生の維持に努める。 
１ 各地域の被害状況，避難所での動物の飼育状況の把握及び資材の提供，獣医師の派

遣等市町村への支援 

２ 避難所から保護施設への動物の受入れ及び譲渡等の調整 

３ 他県市への連絡調整及び要請 

 


